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令和５年７月２６日 

一時多量ごみ制度の創設について 

 

１ 制度の概要 

 高齢化社会の進展に伴い増加している単身高齢世帯や、空き家等における生前整理や遺品整

理、引っ越し時等に、一時的に多量に発生する家庭ごみ、いわゆる一時多量ごみについて、市

民が市の一時多量ごみ収集運搬許可業者に収集運搬を依頼できる制度を令和５年４月に創設し

た。これまでの各環境センター及び処理場への直接搬入や粗大ごみの戸別収集で対応できなか

ったケースについて対応可能となり、市民の多様なニーズへ対応できるように取り組んでいる。 

 

２ 許可業者 

 全１８社（別紙のとおり） 

 

３ 利用実績（令和５年６月３０日時点） 

（１）相談      ２０件程度（少量の粗大ごみで戸別収集を案内したものを含む） 

（２）内、申請件数   ５件(生前整理３件、遺品整理１件、引っ越し１件) 

（３）内、搬入完了件数 ５件 

 

４ 搬入状況 

 別紙のとおり 

 

５ 啓発活動 

 広報くらしき５月号で啓発し、一般廃棄物対策課ホームページに情報を掲載。窓口には案内

用のチラシを備え付け、必要に応じて配布している。 

その他、書籍「月間廃棄物（令和５年３月号）」への記事掲載や、玉島ケーブルテレビの取

材を受け広報している。 

 



 

 

一時多量ごみとは  

「遺品の整理や引っ越しなどに伴い、一時的に、かつ、多量に排出されるごみ」のことを 

『一時多量ごみ』といいます。高齢化社会の進展に伴い、遺品整理や高齢者の施設入居が 

増加し、一時多量ごみを処理したいニーズの高まりなどから、本制度を創設しました。              
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一時多量ごみ処理までの手続き 

① 倉敷市役所 に相談       

まずは、倉敷市一般廃棄物対策課または各支所にご相談ください。 

制度の内容や諸注意などを説明させていただきます。 

② 許可業者と契約         

運搬を委託する許可業者（ＨＰ上に掲載）と契約を締結してください。 

なるべく複数業者から見積もりを行い、書面にて契約を行うようにしてください。 

ご自身で片付けを行うか、許可業者などに片付けをお願いするか、よくご検討のうえ契約す

るようにしてください。許可業者によって、料金やサービス内容が異なる場合がありますの

で、事前によく相談するようにしてください。 

処分費用は、家庭ごみをご自身で市の処理場に搬入した場合（自己搬入）と同じです。 

運搬費や片付け費については、業者が設定した金額になります。 

一時多量ごみ制度について 



③ 申請書提出                   

許可業者との契約ができたら、市へ申請書を提出してください。 

なお、真備地区の方は、真備支所市民課環境係に提出してください。 

申請書の審査後、市から必要数の「一時多量ごみシール」を交付します。 

④ 片付け              

「家庭ごみの出し方」に従って、分別をしてください。 粗大ごみがある場合は、許可業者

などから所定の金額の粗大ごみ収入証紙を購入し、貼り付けてください。粗大ごみの処理手

数料は、ご自身で市の処理場に搬入した場合（自己搬入）と同じ金額です。ごみ袋及び粗大

ごみに、一時多量ごみシールを貼り付けてください。 

⑤ 市による現地確認・搬入承諾    

搬入前に、市職員が現地にて分別状況などの確認を行います。 

片付け作業が終わりましたら、倉敷市一般廃棄物対策課 

（真備地区の場合は真備支所市民課環境係）までご連絡ください。 

なお、現地確認では、利用者様の立会をお願いします。 

⑥ 許可業者による施設搬入       

現地確認後、市から搬入承諾書を交付します。写しを契約した許可業者に渡してください。

所定の期間内に、許可業者が市の処理場まで運搬をします。 

なるべく、許可業者から、搬入実績などをもらうようにしてください。 

⑦ 料金の支払い                 

許可業者に、契約金額を支払ってください。            

市への報告は不要です。 

【問い合わせ先】 

倉敷市一般廃棄物対策課指導係   倉敷市西中新田 640  086-426-3375 

真備支所市民課環境係      倉敷市真備町箭田 1141-1  086-698-1114 

児島支所市民課環境衛生係   倉敷市児島小川町 3681-3  086-473-4546 

玉島支所市民課環境衛生係   倉敷市玉島阿賀崎 1-1-1   086-522-8120 

水島支所市民課環境衛生係    倉敷市水島北幸町 1-1     086-446-1915 

 
 



 
一時多量ごみ許可業者一覧（令和５年６月３０日時点） 

 

許可

番号 
法人名 倉敷市内事務所 電話番号 

5 有限会社杉田商会 水島南緑町１０番２０号 ０８６－４４４－７３１６ 

11 株式会社田中商会 中島１３９５ ０８６－４６５－３０５０ 

23 株式会社フルカワ商事 四十瀬３４３番地の３ ０８６－４２４－８０２０ 

26 ＮＩＫ環境株式会社 児島上の町１丁目９番６７号 ０８６－４７２－１８２８ 

30 有限会社ナカイチ 連島町連島１４２－１３７ ０８６－４４８－６２４２ 

42 山陽美業株式会社 老松町２丁目１３番３０号 ０８６－４３４－３５００ 

64 株式会社美建ビルサービス 中庄２２４８－４ ０８６－４６３－１３５１ 

73 株式会社トーヨー商事 吉岡２９３番地１ ０８６－４２４－６４２９ 

74 倉敷企業株式会社 吉岡２９３番地１ ０８６－４２４－６４２９ 

75 中央建設株式会社 吉岡２９３番地１ ０８６－４２４－６４２９ 

81 株式会社クリーン・システム 玉島７８３番地２ ０８６－５２２－５１００ 

121 メイワ産業株式会社 黒石１８４番地４ ０８６－４２６－７３３３ 

124 マテリアルバンク株式会社 粒江１８８５－２ ０１２０－３０５６－１３ 

172 有限会社ウイルパワー 福田町古新田３０８番地１ ０８６－４５５－８５００ 

182 有限会社Ｏ’ｓＴＲＡＤＩＮＧ 玉島服部３１４２番地１ ０８６－５２６－８８３３ 

185 株式会社ファーストサービス 南畝２丁目１３番７号 ０８６－４４１－８８０６ 

202 環境ＧＯＯＤ株式会社 片島町１００５番地８ ０８６－４６５－３７９０ 

204 株式会社ココピア 羽島６４７番地１１－１０２号 ０８６－４５４－６０８８ 

※各業者の HP など詳細情報については、市 HP から確認することができます。 


